
　　　　　　　◇　この資料は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号の規定に基づく随意契約について、
　　　　　　　　　 綾部市会計規則第９２条の２第２項の規定により公表するものです。

　　　　　　　◇　綾部市会計規則第９２条の２第１項の額を超える額の契約案件を公表しています。

令和６年度
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　　　　　　　◇　公表時点において、発注する予定のものについて掲載しています。
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令和６年３月２９日公表 Ｎｏ．１

№ 担当課 業務（物品）名 概要 契約予定時期 契約の相手方の選定基準 備考

1 企画政策課
あやべ特別市民ふるさと産品
調達・発送業務

ふるさと産品の調達・発送管
理（詰め合わせ作業含む）

令和６年４月
高齢者等の雇用の安定等に関する法律第３７条
に規定するシルバー人材センターで市内に所在
する団体であること。

2 総務課 庁舎維持（営繕）業務 庁舎営繕維持業務 令和６年４月
高齢者等の雇用の安定等に関する法律第３７条
に規定するシルバー人材センターで市内に所在
する団体であること。

3 総務課 庁舎前広場整理業務 来庁者の車の整理・案内等 令和７年２月
高齢者等の雇用の安定等に関する法律第３７条
に規定するシルバー人材センターで市内に所在
する団体であること。

4 市民協働課
綾部駅周辺自転車放置
対策業務

・ＪＲ綾部駅周辺の自転車等の放
置を防止するための整理作業
・駐輪場周辺の環境整備作業

令和６年４月
高齢者等の雇用の安定等に関する法律第３７条
に規定するシルバー人材センターで市内に所在
する団体であること。

5
地域包括
支援課

綾部市認知症ガイドブック「より
そいガイドブック」印刷業務

よりそいガイドブックの印刷製本 令和７年１月
障害者自立支援法第５条に規定する障害福祉
サービス事業所で市内に所在する事業所である
こと。

6 保健推進課
綾部市保健福祉センター清掃
業務

保健福祉センターの清掃業務 （令和４年４月）
障害者自立支援法第５条に規定する障害福祉
サービス事業所で市内に所在する事業所である
こと。

令和４年４月から令和７
年３月までの３か年契
約中

7 商工労政課 綾部工業団地修景管理業務
綾部工業団地内公共緑地等
公共管理区域内のゴミ等の収
集、清掃、巡回パトロール等

令和６年４月
高齢者等の雇用の安定等に関する法律第３７条
に規定するシルバー人材センターで市内に所在
する団体であること。

8 商工労政課
綾部市ものづくり交流館
多目的ホール受付業務

綾部市ものづくり交流館の鍵
の開閉や使用者の対応等

令和６年４月
高齢者等の雇用の安定等に関する法律第３７条
に規定するシルバー人材センターで市内に所在
する団体であること。

9
定住・地域

政策課
綾部市住宅・工業団地緑地等
維持管理業務

桜が丘団地の公共緑地の除
草と樹木の剪定

令和６年５月
高齢者等の雇用の安定等に関する法律第３７条
に規定するシルバー人材センターで市内に所在
する団体であること。

10 都市計画課 綾部市都市公園等管理業務 都市公園の維持管理業務 令和６年４月
高齢者等の雇用の安定等に関する法律第３７条
に規定するシルバー人材センターで市内に所在
する団体であること。

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号の規定に基づく随意契約について、綾部市会計規則第９２条の２第２項の規定により、令和６年度分
の契約に関わる内容を次のとおり公表します。

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号の規定に基づく随意契約の事前公表について（令和６年度分）



令和６年３月２９日公表 Ｎｏ．２

№ 担当課 業務（物品）名 概要 契約予定時期 契約の相手方の選定基準 備考

11 上水道課 第二浄水場常駐管理業務 常駐管理業務 令和６年４月
高齢者等の雇用の安定等に関する法律第３７条
に規定するシルバー人材センターで市内に所在
する団体であること。

12 社会教育課
放課後児童健全育成学級支援
員補助業務（土曜日開級分）

綾部市放課後児童健全育成
学級支援員補助業務（土曜日
開級分）に係る労働者派遣

令和６年４月
高齢者等の雇用の安定等に関する法律第４４条
に規定するシルバー人材センター連合会であり
市内を指定区域とする団体であること。

13 社会教育課
私市円山古墳公園管理業務委
託

私市円山古墳公園内の除草
や便所等の管理業務

令和６年４月
高齢者等の雇用の安定等に関する法律第３７条
に規定するシルバー人材センターで市内に所在
する団体であること。

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号の規定に基づく随意契約の事前公表について（令和６年度分）

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号の規定に基づく随意契約について、綾部市会計規則第９２条の２第２項の規定により、令和６年度分
の契約に関わる内容を次のとおり公表します。


